
 

（ＤＰＣとは） 

   ＤＰＣ制度とは診断群分類に基づく１日当たりの包括評価制度のことを言います（ＤＰＣ/ＰＤＰＳ）。 

   今までは投薬や注射料、検査料等は実施のつど合算する“出来高方式”でしたが、ＤＰＣ制度では 

  疾病や手術の有無によって分類される“診断群分類”によって“１日当たりで包括された診療費” 

  で計算されます。ただし、手術費用や一部高額の処置、薬剤、内視鏡検査、リハビリテーション等 

は包括対象外となります。 

 

  

 

 

     項目すべてが合算（出来高）方式 

 

  ※精神病棟入院の患者さんや産婦人科の正常分娩等の患者さんは除きます。 

   

  ※包括される項目は疾患等により１日いくらという定額方式で計算します。                                

 

平成２４年４月１日より 

入院費の支払い制度が変わります 

（ＤＰＣ制度を導入します） 

 

ＤＰＣに関するご質問・お問い合わせは 

医事課まで ０７６－４７２－１２１２ 

平成２４年３月末まで 

（診療費の合算方式） 

平成２４年 4月１日より 

（ＤＰＣ制度） 

入院基本料 

投薬 

注射 

検査（内視鏡検査等除く） 

画像診断 

リハビリテーション 

処置（１，０００点以上除く） 

手術 

医学管理（指導料等） 

入院基本料 

投薬 

医学管理（指導料等） 

注射 

処置（１，０００点以上除く） 

検査（内視鏡検査等除く） 

画像診断 

手術 

リハビリテーション 
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